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2021 年 5 月 

 

 

P.4 

＜カバー取引先及び預託金残高の管理方法について＞ 

お客さまから預託を受けた資金は、金融商品取引法の

規定に基づき、株式会社三井住友銀行又は SBI クリア

リング信託株式会社（以下、「信託銀行等」といいます。）

へ金銭信託を行う方法によって当社の自己資金とは区

分して管理しております。預託金の区分管理必要額に

ついては、お客さまから預託を受けた預託金に、実現損

益及び取引終了時点における保有オプションと当社の

定める基準レートによって算出した評価額を加算した

金額とし、毎営業日を計算基準日として確定した上で、

追加差入れが必要な場合には、計算基準日の翌日から

起算して 2 営業日以内に信託銀行等に追加信託するこ

とにより、区分管理必要額以上の残高を維持いたしま

す。 

 

 

P.7 

■購入代金 

(2)預託金の差入れ 

新規に売買注文を行う前に本取引に必要な購入代

金を当社の指定金融機関口座（SBI クリアリング信

託株式会社名義の金融機関口座を含む。）に振込送金

する方法によって、入金を行うものとします｡ 

本取引は､当社が当該口座への預託金の入金を確

認し､当該入金処理を終了したうえで、お客さまによ

る FX 口座からオプション口座への振替指示が実施

された時点から取引を行うことができます｡預託金

の入出金は、金融機関等によって時間がかかる場合

があり､これに起因するお客さまの損害について当

社は一切の責任を負いません。 
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2020 年 12 月 

 

 

P.4 

＜カバー取引先及び預託金残高の管理方法について＞ 

お客さまから預託を受けた資金は、金融商品取引法の

規定に基づき、株式会社三井住友銀行又は FX クリア

リング信託株式会社（以下、「信託銀行等」といいます。）

へ金銭信託を行う方法によって当社の自己資金とは区

分して管理しております。預託金の区分管理必要額に

ついては、お客さまから預託を受けた預託金に、実現損

益及び取引終了時点における保有オプションと当社の

定める基準レートによって算出した評価額を加算した

金額とし、毎営業日を計算基準日として確定した上で、

追加差入れが必要な場合には、計算基準日の翌日から

起算して 2 営業日以内に信託銀行等に追加信託するこ

とにより、区分管理必要額以上の残高を維持いたしま

す。 

 

 

P.7 

■購入代金 

(2)預託金の差入れ 

新規に売買注文を行う前に本取引に必要な購入代

金を当社の指定金融機関口座（FX クリアリング信託

株式会社名義の金融機関口座を含む。）に振込送金す

る方法によって、入金を行うものとします｡ 

本取引は､当社が当該口座への預託金の入金を確

認し､当該入金処理を終了したうえで、お客さまによ

る FX 口座からオプション口座への振替指示が実施

された時点から取引を行うことができます｡預託金

の入出金は、金融機関等によって時間がかかる場合

があり､これに起因するお客さまの損害について当

社は一切の責任を負いません。 



クイック入金のご利用時におきまして、手続き途

中の終了やタイムアウト等で正常に処理が完了しな

かった場合は、即時反映が行われず、反映までに 2

営業日程度時間を要する場合があります。不測の状

況に備えて預託金をあらかじめ多めに預託していた

だくなど、十分に余裕をもってお取引いただきます

ようお願いいたします。 

 

 

P.16 

当社の概要について 

資本金 4 億 8000 万円（2021 年 3 月 31 日現在） 

 

 

P.20 

（2021 年 5 月） 

クイック入金のご利用時におきまして、手続き途中

の終了やタイムアウト等で正常に処理が完了しなか

った場合は、即時反映が行われず、反映までに 2 営

業日程度時間を要する場合があります。不測の状況

に備えて預託金をあらかじめ多めに預託していただ

くなど、十分に余裕をもってお取引いただきますよ

うお願いいたします。 
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当社の概要について 

資本金 4 億 8000 万円（2020 年 3 月 31 日現在） 
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（2020 年 12 月） 

 

 


